
  1 

航空自衛隊小牧基地協力会規則  

 

昭和５４年１１月１７日施行  

 

改正 平成２年１０月１日適用  

改正 平成６年 ４月１日適用  

改正 平成１６年４月１日適用  

改正 平成２１年４月１日適用  

改正 平成２２年４月１日適用  

第１章 総 訓  

 

第１条 本会は、航空自衛隊小牧基地協力会と称する。  

第２条 本会は、国家の防衛と自衛隊の健全な発展に関心を持つ有志で組織する。  

第３条 本会は、事務所を会長宅に置くほか、連絡事務所を小牧市内におくことが出来る。  

 

第２章 目的及び事業  

 

第４条 本会は、国防思想の普及並びに航空自衛隊小牧基地及び隊員の任務をよく理解し、

相互の友好、親善を図ると共に地域の発展に寄与することを目的とする。  

第５条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。  

（１） 小牧基地の諸行事に対する協力  

（２） 防衛思想の普及、高揚  

（３） 自衛隊除隊者の就職援護に対する協力  

（４） 自衛隊員の募集に対する協力  

（５） 自衛隊員の婚姻に対する協力  

（６） その他本会の目的達成に必要な事業  

 

第３章 会 員  

 

第６条 本会の会員は、本会の趣旨に賛同し、入会した者をもって組織する。  

（１）2 名以上の推薦者の同意がある者 

（２）会費を納付した者  

第７条 本会の会員は、個人会員、法人会員及び特別会員とする。  

（１）個人会員  

    本会の趣旨に賛同し、会長が入会を承認した者  

 （２）法人会員  

    本会の趣旨に賛同し、会長が入会を承認した法人等  

 （３）特別会員  

    本会の趣旨に篤志をもって賛同し、会長が承認した者  

第８条 本会の会員は、次により会費（年額）を毎年６月３０日までに納入する。  

 （１）個人会員 年額 一口  ３，０００円  

 （２）法人会員 年額 一口  ５，０００円  

 （３）特別会員 年額 一口 １０，０００円  



  2 

第４章 役 員  

 

第９条 本会に次の役員を置く。  

名誉会長   １名  

会長     １名  

副会長   若干名  

会計     １名  

幹事    若干名  

監事     ２名  

 

第１０条 本会の役員は、総会において選任する。  

 

第１１条 役員の任期は、２年とし再任を妨げない。  

 

第１２条 会長は、本会を代表し会務を総理する。  

 ２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代行する。  

 ３ 会計は、本会の会計を担当する。  

 ４ 幹事は、本会の事業及び会務の執行にあたる。  

 ５ 監事は、本会の経理を監査する。  

 

第１３条 本会に相談役及び顧問を置くことができる。  

 ２ 相談役及び顧問は、役員会の承認を得て会長が委嘱する。  

 ３ 相談役及び顧問は、本会の会議に出席し、意見を述べることができる。  

 

第５章 会 議  

 

第１４条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長がこれを招集する。  

 

第１５条 総会は、毎年１回、年度終了後速やかに開催する。ただし、会員の３分の１以上

の要求があったとき、又は会長が必要と認めたときは、臨時に開催することがで

きる。  

 ２ 会議の議決は、出席者の過半数の同意をもって決する。可否同数のときは、議長がこ

れを決める。  

 

第１６条 総会は、次の事項を審議決定する。  

 （１）事業計画及び収支予算並びに事業報告及び収支決算の承認  

 （２）規約の変更  

 （３）役員の選任  

 （４）役員会で必要と認めた事項  

 

第１７条 役員会は、会長が必要と認めたとき開催し、次の事項を審議決定する。  

 （１）総会に提案すべき事項  

 （２）その他本会の運営に関する事項  

第１８条 総会及び役員会の議長は、会長又は、副会長が指名する者があたる。  
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   第６章 会 計  

 

第１９条 本会の会計年度は、毎年４月１日から翌年３月３１日までとする。  

 

第２０条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもってあてる。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   附 則  

 

１ 本規約に定めていない事項については、役員会の決議によって処理し、総会に報告する

ものとする。  

２ 本規約は、昭和５４年１１月１７日から施行する。  

３ 改正後の本規約の規定は、平成２年１０月１日から適用する。ただし、第８条の改正規

定中「毎年９月３０日」を「毎年３月３１日」に改める部分及び第１５条の改正規定は

平成４年４月１日から、第１９条の改正規定は平成３年４月１日から施行する。  

４ 第８条の「会費の納期」改正規定は、平成６年４月１日から施行する。  

５ 第８条の「特別会員の会費」改正規定は、平成１６年４月１日から施行する。  

６ 第 3 条の「事務所所在位置変更」改正規定は、平成２１年４月１日から施行する。  

７ 第 6 条及び第 8 条並びに第 9 条の改正規約は、平成２２年４月１日から施行する。  
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